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令和７年度 田原市福祉有償運送運営協議会会議録 

会 議 名 田原市福祉有償運送運営協議会 

日 時 令和８年２月２７日（金）１０：００～１０：３０ 

場 所 田原市役所 政策会議室（南庁舎４階） 

出 席 者 

（委員） 
〇田原市福祉部長 小久保智宏＜会長＞ 
〇渥美交通株式会社代表取締役 鈴木雅 
〇愛知県タクシー協会東三河支部長 鈴木 英司 
〇田原市老人クラブ連合会会長 長神 隆士 
〇国土交通省中部運輸局愛知運輸支局首席運輸企画専門官 
 [代理] 運輸企画専門官 伊勢谷 修司 
〇タクシー乗務員代表 梅野 大介 
〇特定非営利活動法人 NPO 渥美の菜たね代表理事 
 [代理] 小木曽 玄大 
〇社会福祉法人田原市社会福祉協議会会長 山田貴三 
○田原市民生児童委員協議会会長 千葉 進 
 
（運送者） 
○特定非営利活動法人コア・エンジェル 
 
（事務局） 
□福祉部高齢福祉課長 河合まり子 
□福祉部高齢福祉課 課長補佐兼高齢福祉係長 小野田充孝 
□福祉部高齢福祉課 高齢福祉係主事 小林直樹 
□福祉部高齢福祉課 高齢福祉係主事鋪 遠藤汐咲姫 
□福祉部地域福祉課長 柴田裕樹 
□都市建設部街づくり推進課長 鳥居伸光 

欠 席 者 

（委員） 
〇田原市身体障害者福祉協会会長 夏目甲子男 
〇豊橋技術科学大学准教授 松尾幸二郎 

協議事項 

（１）自家用有償旅客運送更新登録に関する協議について 
① 特定非営利活動法人コア・エンジェル 
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報告事項 （１）福祉有償運送認定講習会の開催結果について 

事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
事務局 
事務局 
 
事務局 
事務局 
事務局 
 
事務局 
 
 
 
 

○おはようございます。定刻前ではございますが皆さんお集まりい

ただきましたので、ただいまから令和 7 年度の田原市福祉有償運

送運営協議会を開催させていただきます。高齢福祉課の河合と申

します。よろしくお願いいたします。まず会議に先立ちまして、本

日の会議資料を確認させていただきます。事前の送付資料といた

しまして、会議の次第、出席者名簿、そして配席図。資料 1 としま

して、移動困難者数の推移、資料 2 といたしまして、地域別高齢者

等分布一覧。資料 3、福祉有償運送運行状況の推移、資料 4 としま

して、自家用有償旅客運送更新登録に関する協議資料、資料 5 と

しまして、福祉有償運送認定講習会の開催結果について、資料 6、
令和 8 年度田原市福祉有償運送運営協議会の開催予定についてで

ございます。また、本日机上配付させていただきました資料といた

しまして、資料 4－1、参考資料、コアエンジェルの詳細資料でご

ざいます。不足や差し替え資料の改修等の必要があれば、お申し出

ください。よろしいでしょうか。 
○それでは改めて失礼いたします。本日は夏目甲子男委員と松尾幸

二郎委員がお 2 人欠席となっておりまして、出席委員は 9 名。定

足数に達しておりますので、福祉有償運送運営協議会運営要綱第 4
条第 4 項の規定によりまして、会議は成立いたします。なお右側

に任期があり、あと、役員交代等により、新しく委員に就任される

方がいらっしゃいますので、事務局からご紹介させていただきま

す。 
○豊鉄タクシー株式会社取締役社長鈴木英司様。 
○国土交通省中部運輸局、愛知運輸支局首席運輸企画専門官の山田

慎児様、本日は代理で伊勢谷修司様にご出席いただいております。 
○豊鉄タクシー株式会社から営業所所長補佐、梅野大介様。 
○民生委員協議会会長、千葉進様。 
○また、特定非営利法人 NPO 渥美の菜たねで、小木曽玄大様にもご

出席いただいております。 
○新しく委員になられた方の机の上に本協議会委員の委嘱状を配付

させていただいております。市長から直接報告させていただくの

が本来ではございますが、時間の都合上、略式交付とさせていただ

きましたのでよろしくお願いいたします。なお、任期につきまして

は、令和 8 年 3 月 31 日までとなっておりますので、どうぞよろし
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くお願いいたします。本日は、更新の協議もございますので、市内

の福祉有償運送事業者のコアエンジェルの方にもご控えいただい

ております。それではただいまより、令和 7 年度田原市福祉有償

運送運営協議会を開催いたします。それでは、会長から一言よろし

くお願いいたします。 
○皆様、こんにちは。私、福祉部長の小久保と申します。本協議会は

自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために、委員の皆様と

協議して参りたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいた

します。 
○ありがとうございました。小久保会長それでは以後の議事進行を

よろしくお願いいたします。 
 
○それでは次第に従って議事を進めさせていただきます。 

1 協議事項（1）、自家用有償旅客運送更新登録に関する協議につ

いて。 
○更新事業者コア・エンジェルの方の入室をお願いいたします。どう

ぞお掛けください。それでは事務局から説明してください。 
○はい。それでは、自家用有償旅客運送更新登録に関する協議の前

に、田原市における移動困難者である高齢者及び障害者数、福祉有

償運送運行状況の推移につきまして説明させていただきます。よ

ろしくお願いします。資料 1 をご覧ください。この資料は、過去 6
年における高齢者と障害者の状況をまとめた資料となります。高

齢者の人口の推移につきましては、65 歳以上の人口は年々増加し、

総人口は年々減少しているため、高齢化率は年々上昇しており、令

和 7 年 3 月 31 日現在で 30.2％となりました。この数値は今後も

進展することが見込まれます。高齢者世帯の推移につきましては、

独居世帯は年 100 世帯ほど増加し、高齢者のみ世帯も増加してい

るため、今後、支援を必要とする高齢者が増加する可能性が高いで

す。要介護認定者の推移につきましては、令和 2 年と比較して、合

計数で増加しており、生活支援サービスの充実がより一層求めら

れます。障害者の状況ですが、知的障害者、精神障害者におきまし

て、令和 2 年と比較して増加しており、特に精神障害者の増加数

が多い状況です。高齢者の人口増加に伴って、独居世帯、高齢者の

み世帯も増加することにより、支援を必要とする高齢者が増加し、

また、移動することが困難と見込まれる要介護認定者や障害者数

も増加傾向である状況から、福祉有償サービスの必要性の高まり

が見込まれております。 
○続きまして、資料 2 をご覧ください。こちらは地域別人口、65 歳

以上人口、要介護要支援者数、障害者数を地域ごとにまとめた資料
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となります。田原市の平均であります、30.2％より高齢化率が高い

地域は、伊良湖、堀切、和地、亀山、中山、福江、清田、泉、若戸、

高松、赤羽根、大草、野田、六連の 14 地域であります。また、要

介護、要支援者数が 200 人を超える地域は、中山、福江、田原中

部、神戸の 4 地域。障害者が 200 人を超える地域は、中山、福江、

衣笠、田原中部、童浦、神戸の 6 地域となります。高齢化率が高い

地域は、田原市街地周辺地域以外の地域、要介護・要支援者・障害

者数が比較的多い地域は、田原市街地及び福江市街地周辺地域と

なっております。 
○資料 3 をご覧ください。こちらの資料は、令和 5 年から令和 7 年

の 3 年間における自家用有償旅客運送の実施状況をまとめた資料

となります。車両登録内容としましては、令和 7 年は 6 つの自家

用有償旅客運送者が車椅子などの福祉車両 21 台、一般車両 7 台を

使用して認証を行っております。運転者につきましては、令和 7 年

の 1 種免許所持者が 73 名、2 種免許所持者が 1 名となります。令

和 4 年から毎年田原市内におきまして、福祉有償運送認定講習会

を実施しましたので、1 種免許所持者が増加しております。会員登

録の内容としまして、令和 7 年の要介護認定者が 736 人で全体の

74％を占め、次いで、身体障害者が 146 人で 14.6％となります。

運行状況としまして、利用者数は、会員登録事由と比例して要介護

認定者と身体障害者が多くなっております。利用目的としまして

は、渥美病院を主とした医療機関への通院が 2,295 件と全体の

68.1％を占めております。事故報告、苦情処理につきましては、特

にありませんでした。田原市では、要介護認定者及び身体障害者の

方が、渥美病院を主とした医療機関への通院を目的に、6 つの自家

用有償旅客運送事業者が実施する福祉輸送を利用している状況で

あり、移動困難者にとって自家用有償旅客運送は大変重要な輸送

サービスとなっております。資料 1、2、3 の説明は以上となりま

す。 
○引き続き更新登録に関する協議について、資料 4 で説明させてい

ただきます。資料 4 をご覧ください。更新登録に関する更新登録

申請に関する説明につきましては、この更新登録申請内容審査表

をもとに説明させていただきます。本日、机上配付させていただき

ました、資料 4－1 は、資料 4 の審査表の記載のある内容の詳細資

料となります。運送主体、今回自家用有償旅客運送登録の協議を依

頼されました運送者は、特定非営利活動法人コアエンジェルであ

ります。運送の対象ということで、現在の会員数は、資料 4－1 の

詳細資料だと 17 ページ。会員数が 40 名で、内訳としましては、

身体障害者 6 名、精神障害者 1 名、要介護認定者 31 名、要支援認
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定者 2 名となりまして、障害者につきましては、障害者手帳、要介

護者、要支援認定者につきましては、介護保険証の提示を受けて、

身体状況を確認し、運送を行っております。今回の申請では、これ

まで以上の多くの移動困難者の運送に対応するため、身体障害者、

精神障害者、知的障害者、要介護認定者、要支援認定者、基本チェ

ックリストの該当するもの、その他障害を有するものを旅客範囲

としており、詳細資料の 4 ページの 6 ですね、運送しようとする

旅客の範囲は、すべて申請しております。運送の形態としまして

は、詳細資料 18 ページ、19 ページの、旅客名簿のとおり会員は

38 名が田原市、2 名が豊橋市で、市内を中心に運送しており、会

員名簿につきましては、NPO法人の事務所にて保管しております。

使用車両ですが、使用している車両につきましては、福祉車両とし

て車椅子車 2 台のみで、車検証の写しの通り、2 台とも法人所有者

になっております。詳細資料ですと、20 ページから 23 ページに

なります。また、2 台とも福祉有償運送を受けた車両である旨を、

マグネットシールで車体に貼り付けして表示しております。運転

者につきましては、詳細資料 24 ページの運転者一覧の通り 9 名で

９名ともが 1 種運転免許保有者であるため、福祉有償運送認定講

習を受講しております。修了証の写し等が、詳細資料の 28 ページ

から 35 ページに添付してあります。また、運転者 9 名につきまし

て、詳細資料、36 ページから 44 ページの運転記録証明書の通り、

申請前２年間において、運転免許停止処分を受けておりません。損

害賠償につきましては、詳細資料の 46 ページ、47 ページ、保険証

券の通り 2 台とも、対人、賠償、対物賠償について、無制限で契約

しており、保険会社の福祉有償運送に使用することを承認してお

ります。運送対価として収受する金額につきましては、詳細資料の

49 ページの料金表となっております。こちらは令和 7 年 4 月から

現在の金額となっており、昨年度のこの協議会において協議が調

ったもので、そこから変更はございません。管理運営体制につきま

しては、詳細資料 50 ページ、51 ページの様式第 7 号、運行管理

体制等を記録した書類の通り、運行管理の責任者は山田氏、整備管

理の責任者佐久間氏を予定しており、運行管理、整備管理に関する

指揮命令系統、事故処理連絡体制、苦情処理体制につきましては、

様式 7 号の記載の通りとなります。法令遵守としましては、NPO
法人の役員全員が、道路運送法 70 条の 4 第 1 項第 1 号から 4 号

までの、欠格事項に該当するものではないことを宣誓書にて宣誓

しております。詳細資料の 53 ページになります。資料 4 の説明は

以上となります。 
○ありがとうございました。資料 4－1 は、会議後回収ということで
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よろしいですよね。 
○はい、個人情報が入ってますので。 
○机の上にそのまま置いて行ってもらえればと思います。書き込み

されてもそのまま回収となりますのでご承知ください。ただいま

の説明につきましてご質問等ございましたら、ご発言をお願いい

たします。 
○資料の確認になるんですが、資料 4-1 の 22 ページの車検証 7279
の車ですね、車検の有効期限が 2 月 22 日までになっておるんです

けれども、これ更新されたということでよろしかったですか。 
○しました。 
○わかりましたありがとうございます。 
○あと対価の変更は今回ないってことなんですけれども、今後の予

定は今のところは考えられてないということでよろしかったです

かね。 
○はい。対価の方は現状維持で。 
○わかりましたありがとうございます。 
○はい。ありがとうございました。他にご質問等ございますでしょう

か。よろしいですか。それでは、ご質問ないようですので、更新事

業者の退席をお願いいたします。コア・エンジェルの方ありがとう

ございました。 
○それでは今回の特定非営利活動法人、コア・エンジェルから、更新

登録申請につきまして、承認するということでご異議ございませ

んか。 
○異議なし 
○はい異議なしと認めます。 
○申請のありました、自家用有償旅客運送につきましては、一般旅客

自動車運送事業者によることが困難であり、かつ地域住民の旅客

輸送を確保するために必要であるとの、協議がこれで調いました。

それでは協議が調いましたので、中部運輸局への更新登録申請の

手続きを進めてください。次に報告事項に移ります。 
 
○（1）、福祉有償運送認定講習会開催結果につきまして、事務局か

ら説明をしてください。 
○はい。それでは資料 5 をご覧ください。福祉有償運送認定講習会

の開催結果について説明させていただきます。こちらの資料は令

和 7 年 6 月 8 日に開催しました、福祉有償運送認定講習会につい

てまとめた資料となります。令和 4 年度から始めて、4 回目、この

講習会は、福祉有償運送資格者の運転者不足に悩む、自家用有償旅

客運送者からの要望により、受講者にとって、スケジュールの確保
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や、会場までの移動の面で、負担の少ない市内開催を計画したもの

であります。今回から一般の方への募集案内を広げてみることを

試みました。本来は 2 日間で行う講義内容を 1 日で行いましたの

で、午前 8 時 10 分から午後 6 時 30 分の長時間にわたる講習会と

なりました。講習に参加した運送者は、市外も含めて 5 事業者で

12 名。一般の方の参加が 5 名あり、合計で 17 名が受講して、運

転者としての資格を取得しました。市としては、受講料の補助な

ど、金銭的な助成は行っておりませんが、受講者からは、実技も講

義もとても丁寧との声をいただいております。今回から募集を広

げた一般参加の方たちからは、親族や近隣の人たちが車椅子生活

や移動が必要になったときに、助けられるようにしたい。資格を取

得し、働いてみたい。自分も何か役立つことがあればと思い参加し

たという動機が聞けました。一般参加の方には、福祉有償運送事業

者の人材確保対策として、事業者の紹介も行いました。来年度につ

きましても、運送事業者の他、一般の方の募集も行い、開催を予定

していきたいと考えております。資料 5 の説明は以上となります。 
○はい。ありがとうございました。それでは今のことに関しましてご

質問等ございましたら、お願いいたします。何か事業者の方で例え

ば、この一般参加の方の応募があったという説明もありましたが、

参考までにお聞かせ願えればと思いますけど。 
○それではご発言もないようですので、次に移らさせていただきま

す。 
 
○最後に 3、その他でございますが、各意見、情報交換についてご意

見や、ご報告等ございましたらお願いいたします。何か委員の方か

ら、言っておきたいようなこともございましたら、お願いできます

でしょうか。何か利用状況や、例えば講座等。 
○今年度からタクシー料金の概ね 8 割ぐらいの利用料金に変わった

んですけど、その辺で利用者さんからの声ってありますかね。 
○特にないです。 
○受け入れていただいてますかね。昨年度の協議によって概ね 8 割

まで認められ改定をしたんですけど、その際に各利用者さんにつ

きましては、各事業者から丁寧に説明を行ってくださいというお

願いしました。その辺の点で、説明もあったのかなと思います。 
○福祉有償の金額が 8 割まで上がって事業者の方から、助成券が今

1 枚まで使えるんですけども、上限 4300 円までを、24 枚配ってお

りまして、金額上がったことにより 4300 円を超えてきちゃう場合

があるので、2 枚使えないかっていう意見をもらいましたので、2
枚まで使えるように検討をしております。 
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○次年度からということでよろしいですかね。 
○はい。 
○今の説明はですね、市から、この福祉有償運送における利用者さん

への助成ということで、1 枚当たり 4300 円を上限としたもの 24
枚、要は月 2 回、使えますよという計算で助成してます。ただ、1
回 4300 円で令和 7 年度までは、例えば、料金が 5000 円だったと

きでも、4300 円までの一枚しか使えなかったんです。それを来年

度から 2 枚、上限で使えるようにしますよと。ただ枚数に関しま

しては、市の予算確保上の都合もありますけど、現状通り年間で 24
枚という形で運用していきたいと考えております。こちらの方も

当然、3 月議会で予算が成立したらという前提があることもご理解

いただければと思います。 
○他に何かこの機会ですので情報提供共有できるようなことがあり

ましたらお願いいたします。よろしいですか。 
 
○それではですね、事務局から（2）のですね、令和 8 年の開催予定

につきまして、説明をお願いいたします。 
○はい。それでは令和 8 年度の開催予定について説明させていただ

きます。資料 6 をご覧ください。令和 8 年度につきましては、令

和 8 年 9 月に、登録有効期限を迎える 4 事業者の更新登録協議を

中心とした協議会を 6 月に、また、令和 9 年 3 月に有効期限を迎

える 1 事業者の更新登録協議を中心とした協議会を 1 月に開催予

定しております。前後する場合もございますが、開催を決定しまし

たが、通知しますので、よろしくお願いいたします。資料 6 の説明

は以上となります。 
○はいありがとうございました。それではですね、委員の皆さん以上

をもちまして協議事項報告事項は終了となります。この会議を閉

会とさせていただきます。本日はありがとうございました。資料 4-
1 は机上の方に置いていただければ、結構です。あと机上に謝礼報

酬の支払いがある方は明細があります。 
 


